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＜退職給付制度＞

退職一時金制度 退職金共済制度 企業年金制度

制度 退職一時金制度
・退職金規定に基づき運営

中退共制度

・中小企業退職金共済法に基づき運
営
特退共
・商工会議所などが特定退職金共済
団体を設立して運営

厚生年金基金
・厚生年金法に基づき運営
確定給付企業年金
・確定給付企業年金法に基づき運営
確定拠出年金
・確定拠出年金法に基づき運営

積立方法

（支払準備
方法）

内部引当（社内積立）
・会計上は退職給付に係る負債を計上
・税務上損金算入できない
・支給原資が他の資産と明確に分離
されているわけではない

外部積立
・事業主が拠出する掛金は、税務上
全額損金算入
・年金資産は事業主と法的に分離され、
退職給付以外には使用できない

外部積立
・事業主が拠出する掛金は、税務上
全額損金算入
・年金資産は事業主と法的に分離され、
退職給付以外には使用できない

支給方法 退職時の一時金 退職時の一時金
選択により年金支給も可能

年金支給
選択により一時金支給も可能

受給者に
係る税務

・一時金の場合 退職所得で分離課税
（退職所得控除適用）

・年金の場合 雑所得で総合課税
（公的年金等控除適用）



＜退職給付制度の沿革＞

退職給付制度の沿革

１９５２ 退職給与引当金制度実施（法人税法、自己都合要支給額の１００％）

１９５７ 退職給与引当金限度額引き下げ（➝５０％へ。以降、１９８０年➝４０％、１９９８年➝２０％、２０１２年廃止）

１９５９ 中退共（中小企業退職金共済制度）創設

１９６２ 適格退職年金創設

１９６６ 厚生年金基金制度創設

２０００ 退職給付会計基準導入（退職給付債務の認識など）

２００１ 適格退職年金、２０１２年３月末に廃止決定 ／ 確定拠出年金（ＤＣ）の創設

２００２ 厚生年金基金の代行返上開始（将来分） ／ 確定給付企業年金（ＤＢ）の創設

２００３ 厚生年金基金の代行返上開始（過去期間分）

２００４ 公的年金制度改正

２０１１ 年金確保支援法成立（ＤＣマッチング拠出実施、投資教育の継続的実施の明確化など）

２０１２ 退職給付会計基準の変更（未認識債務の即時認識など）

２０１４ 改正厚生年金法施行（厚生年金基金制度の見直し 新設は不可、特例解散制度の創設など）

２０１７ 改正確定拠出年金法施行予定



＜企業年金等の統計概況＞

２０１３年３月 ２０１４年３月 ２０１５年３月 ２０１６年３月

厚生年金基金 基金数 ５６０ ５３１ ４４４ ２５６

加入者数 ４２６万人 ４０８万人 ３６３万人 ２５４万人

年金資産額 ２８兆８８９２億円 ３０兆９３０１億円 ３１兆２８８２億円 ２４兆２０７０億円

確定給付
企業年金

導入企業数 １４,６７６ １４,２７８ １３,８８４ １３,７０５

加入者数 ７９６万人 ７８８万人 ７８２万人 ７９５万人

年金資産額 ５０兆０２５９億円 ５３兆６１２１億円 ５８兆４６３６億円 ５７兆９００２億円

確定拠出年金 規約数 ４,２２１ ４,３８１ ４,５７２ ４,８８０

加入者数 ４４３万人 ４６６万人 ５０７万人 ５５０万人

年金資産額 ６兆７６１０億円 ７兆４８７１億円 ８兆８００３億円 ９兆５３１５億円

中退共 共済契約社数 ３６３,５６９ ３６２,２２６ ３６１,９１４ ３６２,０９２

加入者数 ３２４万人 ３２４万人 ３２６万人 ３３０万人

年金資産額 ４兆０２２０億円 ４兆２８４８億円 ４兆５７６７億円 ４兆５６２０億円

＊厚生年金基金の年金資産額には、代行部分をふくむ



＜退職給付の実施形態（企業規模別）＞
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合計 ３０～ ９９人 １００～２９９人 ３００～９９９人 １０００人以上

退職給付の実施形態 （２０１３年、企業規模別）

制度がない 退職一時金制度のみ 退職年金制度のみ 両制度併用



＜退職給付額（企業規模別）＞
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３０～ ９９人 １００～２９９人 ３００～９９９人 １０００人以上

企業規模別退職給付額
（２０１３年、勤続２０年以上かつ４５歳以上、大学卒、単位；万円）

退職一時金制度のみ 企業年金制度のみ 両制度併用



＜ＤＢ普及への取組み＞

簡易型ＤＢ 受託保証型ＤＢ

実施要件 加入者数が５００人未満 保険契約等により、年金資産額が数理債務を
下回らないことが確実に見込まれること

負担軽減の
概要

・簡便な方法による掛金、債務計算が可能
・年金数理に関する書類について、年金数理人の
確認が不要

・簡便な方法による掛金、債務計算が可能
・掛金計算の基礎を示す書類の提出が不要
・運用基本方針の作成が不要
・事業報告書の一部事項について記載が不要
・バランスシート、損益計算書の記載が不要



＜ＤＣ普及への取組み（１）＞

創設される制度 内容

簡易型ＤＣ制度 ①従業員１００人以下の小規模事業所等に限定、新規設立のみ
②設立手続きを大幅緩和
・規約案、厚生年金適用事業所確認書類、労働組合等の合意のみに手続きを簡素化
・書類作成から行政への提出までの事務処理を、金融機関に委託可能
③制度を定型化し運営コストを軽減
・拠出額を定額に固定（例えば、一律５０００円など）
・商品提供数を少数に固定（例えば、リスクリターンの異なる３商品のみなど）
・対象者の範囲固定（例えば、厚生年金被保険者全員など）
④事業規模が大きくなった場合、通常ＤＣへの資産移換可能

個人型ＤＣへの

小規模事業主掛金納付制
度

①従業員１００人以下の小規模事業所等に限定
②個人型ＤＣに加入する従業員に対し、事業主が追加で掛金拠出することが可能
③拠出限度額は、 従業員拠出と事業主拠出の合計 ≦ 個人型ＤＣの拠出限度額



＜ＤＣ普及への取組み（２）＞

施策 内容

ＤＣ運用の改善策 加入者が、運用商品を選択しやすい環境を整備し、分散投資を推奨する
①継続的投資教育の努力義務化
②運用商品数を抑制し、厳選した商品ラインナップを促す
③リスクリターン特性の異なる３つ以上の運用商品の提供義務
④指定運用方法（デフォルト商品）に関する規定の整備

企業年金連合会への
投資教育の委託

中小企業にとって、投資教育の企画立案や説明会等の開催には負担感が強い
⇒事業主は、ＤＣ投資教育について企業年金連合会への委託が可能

ポータビリティの拡充 転職先企業がＤＢを実施している場合
①それまで加入していた企業型ＤＣ、個人型ＤＣからのＤＢへの資産移換が可能
②ＤＣとＤＢの加入期間通算が可能

その他 ①個人型ＤＣ加入者範囲を、第３号被保険者、公務員にも解禁
②企業型ＤＣ掛金について、月単位から年単位への変更



＜年金財政計算と退職給付会計＞

年金財政計算 退職給付会計

目的 〇年金制度の滞りない運営のため、資金繰りを確認する
具体的には、積立不足（＝数理債務－年金資産）を検証し、
掛金の見直しを行う

〇財産状態や業績を開示する財務会計に利用する
具体的には、積立不足（＝退職給付債務－年金資産）を算定、
「退職給付に係る負債」として貸借対照表に計上する

債務 〇数理債務
将来の給付予想額（の現在価値）

＝数理債務＋標準掛金収入原価
・数理債務 過去の勤務に係る部分で、現在までの年金

資産の積立目標額
・標準掛金収入原価 将来の勤務に係る部分で、今後拠出

される掛金総額（の現在価値）
・数理債務は財務諸表に現れることはない

〇退職給付債務
将来の給付予想額（の現在価値）

＝退職給付債務＋将来勤務に係る債務
・退職給付債務
（原則法の場合）
過去の勤務に係る退職給付額（の現在価値）

（簡便法の場合）
年金財政計算上の数理債務を利用可能

費用 〇掛金
・今後の年金給付を行うために、当期に必要となる会社から
の現金支出額

〇退職給付費用
・退職給付に関する当期のコスト
〔原則法の場合〕
（利息費用＋勤務費用＋過去勤務費用）

－長期期待運用収益
〔簡便法の場合〕
（期末の数理債務＋当期拠出額）－期首の数理債務



＜退職給付制度の変更（制度間の移行）＞

現在の制度 移行が可能な制度（年金資産等の移換が可能）

退職一時金 ＤＢ、企業型ＤＣ、中退共

厚生年金基金 ①解散時の分配金 ＤＢ、企業型ＤＣ、中退共
②任意脱退時の脱退一時金 ＤＢ、企業型ＤＣ

ＤＢ ＤＢ、企業型ＤＣ

企業型ＤＣ なし

中退共 ＤＢ、企業型ＤＣ
（ただし、事業拡大により中小企業でなくなった場合、合併などによる場合に限る）



＜退職給付制度の変更（移行の会計処理）＞

退職給付制度の移行 会計処理

制度の全部終了に該当するケース
①退職金規定の廃止
②厚生年金基金の解散

・「終了した退職給付債務」と「それに対応する支払額」の差額を
損益認識し、特別損益に純額を表示

制度の一部終了に該当するケース（支払＊を伴うケース）
①ＤＢ制度からＤＣ制度への移行（過去分を含む）
②支払いを伴うＤＢ制度からＤＢ制度への移行
③大量退職（概ね半年以内にＤＢＯ＊が３０％程度減少する場合）

・「終了部分した部分に係る退職給付債務」と「それに対応する支払額」
の差額を損益認識し、特別損益に純額を表示
・継続部分は、退職給付債務の増減分を過去勤務費用として把握し、
一定年数で規則的に費用処理（平均残存勤務期間以内）

制度の継続に該当するケース（支払＊を伴わないケース）
①ＤＢ制度からＤＣ制度への移行（将来分のみ）
②支払を伴わないＤＢ制度からＤＢ制度への移行

・退職給付債務が増減する場合は、過去勤務費用として把握し、
一定年数で規則的に費用処理（平均残存勤務期間以内）

〇支払とは、①年金資産からの支給または分配、②事業主からの支払いまたは現金拠出額の確定、③ＤＣへの資産移管。
〇ＤＢＯとは、国際会計基準での退職給付債務（旧ＰＢＯ）。
〇簡便法採用の場合も会計処理は同じ。また過去勤務費用の処理は２０１２年会計基準でも変更なし。



＜加入者のポータビリティ（年金資産の持ち運び）＞

加入していた制度 ポータビリティ

厚生年金基金
ＤＢ

退職により加入資格を喪失した場合、自らの持分について次の選択肢がある
①ＤＢに移換する（転職先にＤＢがあり、年金資産を移換できる旨規約で規定されている場合）
②企業型ＤＣに移換する（転職先に企業型ＤＣがある場合）
③個人型ＤＣに移換する（転職先に企業年金がない場合）
④企業年金連合会の通算企業年金に移換する
⑤脱退一時金を受給する

企業型ＤＣ 退職により加入資格を喪失した場合、自らの持分について次の選択肢がある
①ＤＢに移換する（転職先にＤＢがあり、年金資産を移換できる旨規約で規定されている場合）
②企業型ＤＣに移換する（転職先に企業型ＤＣがある場合）
③個人型ＤＣに移換する（転職先に企業年金がない場合）
＊退職してもその時点では、原則脱退一時金を受給することはできない

中退共 中退共（転職先が中退共に加入している場合）



（データ出所）

以下の文献のデータから当研究所が作成

・厚生労働省 平成１５年、２０年、２５年就労条件総合調査、平成２５年、２６年、２７年年金のポイント

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第６３号）

確定拠出年金法の一部を改正する法律案

社会保障審議会企業年金部会資料、平成２７年1月「議論の整理」

・中小企業庁 平成１８年企業年金制度移行事例集

・企業会計基準委員会 退職給付制度間の移行等に関する会計処理（平成１４年１月）

退職給付に関する会計基準の適用指針（平成１１年９月、最終改正平成２７年３月）

・（独）労働政策研究研修機構 ユースフル労働統計２０１５

・（独）勤労者退職金共済機構 年次統計表（平成２６年度）、月次統計データ、中小企業退職金共済法一部改正のお知らせ

・企業年金連合会 企業年金の現況、通算企業年金のおすすめ

・（一般社団）生命保険協会 企業年金の受託状況、確定拠出年金（企業型）の統計概況

（免責事項）

本資料は、当研究所が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、これらの情報が完全、正
確であるとの保証はいたしかねます。本資料は、お客様に対して税金・法律・投資上のアドバイスを提供する目的で作成され
たものではありません。本資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使
用されるものであり、本資料にある情報の使用による結果について当研究所が責任を負うものではありません。本資料は当研
究所の著作物です。本資料のいかなる部分についても電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複
製または転送等を行わないようにお願いいたします。



株式会社コンシリウス

website    www.kinyuchishiki.jp

Email   pikapikaskyland@gmail.com


